
　　　吉野川市子育て世帯訪問支援事業実施要綱 

 

　（趣旨） 

第１条　この告示は、家事、育児等に対して不安又は負担を抱える子育て世帯、

妊産婦、ヤングケアラー等がいる世帯（以下「子育て世帯等」という。）の福

祉の向上を図るため、訪問支援員が子育て世帯等を訪問し、家事、育児等の支

援を行う子育て世帯訪問支援事業（以下「事業」という。）について必要な事

項を定めるものとする。 

　（事業主体） 

第２条　事業の実施主体は、吉野川市とする。ただし、市長は、事業の運営の全

部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められるものに委託することが

できる。 

　（事業内容） 

第３条　事業の内容は、子育て世帯等に対し、次に掲げる支援を行うものとする。 

(１)　食事の準備、洗濯、掃除その他の日常的な家事の支援 

(２)　保育所等への送迎支援、育児のサポート、母子保健又は子育て支援施策

等に関する情報提供その他の育児の支援 

(３)　その他市長が特に必要と認める事項の支援 

　（対象者） 

第４条　事業を利用することができる者は、市内に住所を有するものであって、

次のいずれかに該当するものとする。 

　(１)　保護者に監護させることが不適当であると認められる児童の保護者及び

それに該当するおそれのある保護者 

　(２)　食事、生活環境等について不適切な養育状態にある児童等、保護者の養

育を支援することが特に必要と認められる児童の保護者及びそれに該当する

おそれのある保護者 

　(３)　出産後の養育について不安を抱える妊婦に対して支援を行うことが特に

必要と認められる妊婦 

　(４)　その他市長が特に支援が必要と認めるもの 

　（訪問支援員） 

第５条　事業を利用する者に対して家事、育児等の支援を行う者（以下「訪問支

援員」という。）は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。 

(１)　家事又は育児支援を適切に実行する能力を有する者 

(２)　市長が適当と認める研修を修了した者 

(３)　次に掲げる欠格事由のいずれにも該当しない者 

ア　禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けること



がなくなるまでの者 

イ　児童福祉法(昭和２２年法律第１６４号)、児童売春、児童ポルノに係

る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成１１年

法律第５２号)並びに児童福祉法施行令(昭和２３年政令第７４号)第３

５条の５各号に掲げる法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行

を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 

ウ　児童虐待の防止等に関する法律(平成１２年法律第８２号)第２条に規

定する児童虐待又は児童福祉法第３３条の１０に規定する被措置児童等

虐待を行った者 

２　訪問支援員に関する手続等については、別に定めるところによる。 

　（利用申請） 

第６条　事業を利用しようとする者（以下「申請者」という。）は、子育て世帯

訪問支援事業利用申請書(様式第１号)を市長に提出するものとする。 

２　市長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、事業の

利用を決定をしたときは、子育て世帯訪問支援事業利用決定通知書(様式第２

号）により、事業の利用を決定しなかったときは、子育て世帯訪問支援事業利

用不承諾決定通知書(様式第３号）により、その旨を当該申請者に通知するも

のとする。 

３　市長は、第２条ただし書の規定に基づき事業の委託をしているときは、前項

の規定により事業の利用の決定をした場合において、吉野川市子育て世帯訪問

支援事業受入依頼書（様式第４号）により、その旨を当該委託した者に通知す

るものとする。 

　（利用時間等） 

第７条　事業を利用できる時間（以下「利用時間」という。）は、午前９時から

午後５時までの間とする。 

２　利用時間の単位は、１時間とする。 

３　利用時間の上限は、１日当たり２時間かつ１箇月当たり２０時間とする。 

４　前３項の規定にかかわらず、緊急その他のやむを得ない理由があると市長が

認めたときは、この限りでない。 

　（利用者負担） 

第８条　第６条第１項の規定により事業の利用の決定を受けた者（以下「利用

者」という。）は、事業の利用に係る費用（以下「利用者負担金」という。）

として、別表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げる額に利用する時

間数を乗じて得た額に、それぞれ同表の右欄に掲げる額を加えて得た額を負担

しなければならない。ただし、利用者が生活保護法（昭和２５年法律第１４４

号）の規定による保護を受けている世帯に属しているものにあっては、この限



りでない。 

２　前項の規定にかかわらず、利用者の責に帰すべき事由により事業を利用する

ことができなかった場合は、当該利用者は、1回あたりの利用者負担金として

９３０円を負担しなければならない。 

３　利用者は、前項に規定する利用者負担金以外に食材料費、光熱水費、買い物

等に係る実費がある場合にあっては、その額を負担しなければならない。 

（利用決定の取消し等） 

第９条　市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、事業の利用の

決定を取り消し、又は利用を中止することができる。 

(１)　利用者が第４条に規定する対象者でなくなったとき。 

(２)　第６条第１項の規定による申請の内容に偽りその他不正があったとき。 

(３)　その他市長が事業を利用することが適当でないと認めたとき。 

２　市長は、前項の規定により事業の利用の決定の取消し等をしたときは、子育

て世帯訪問支援事業利用取消等通知書（様式第５号）により当該利用者に通知

するものとする。 

　（個人情報の取扱い） 

第１０条　事業に従事する者は、事業の実施に当たって知り得た個人に関する情

報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を

退いた後も、同様とする。 

　（補則） 

第１１条　この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

 

　　　附　則 

　この告示は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



　別表（第８条関係）

 利用者負担金

区分   
１時間当たり １回当たり

１　市町村民税非課税世帯（生計を一にする全ての   

者について市町村民税が課されていない世帯をい ３００円 １９０円

う。）に属しているもの

２　市町村民税の所得割課税額が７７，１０１円未   
 ６００円 ３７０円 
　満の世帯に属しているもの

３　その他の世帯に属しているもの １,５００円 ９３０円

　備考 

１　この表の１の項の左欄に掲げる区分における利用者負担金は、一の年度に

おける利用時間の合計が９６時間に達するまでの間にあっては、０円とする。 

２　この表の２の項の左欄に掲げる区分における利用者負担金は、一の年度に

おける利用時間の合計が４８時間に達するまでの間にあっては、０円とする。 


